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告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、中新土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 田 畑 富美男 石狩郡当別町字中小屋 番地
同 同 同 五十嵐 吉 美 樺戸郡月形町字月ヶ岡 番地
同 同 同 松 春 夫 同 字当別原野 番地の９
同 同 同 岩 中 政 見 石狩郡当別町字中小屋 番地３
同 同 同 堂 前 康 雄 樺戸郡月形町字当別原野 番地
同 同 同 平 春 住 石狩郡当別町字中小屋 番地
同 同 同 中 西 政 春 同 字中小屋 番地７
退 任 同 理 事 田 畑 富美男 同 字中小屋 番地
同 同 同 加 藤 誠 一 同 字中小屋 番地
同 同 同 岩 中 政 見 同 字中小屋 番地３
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同 同 同 平 敏 明 同 字中小屋 番地
同 同 同 五十嵐 吉 美 樺戸郡月形町字月ヶ岡 番地
同 同 同 松 春 夫 同 字当別原野 番地の９
同 同 同 堂 前 康 雄 同 字当別原野 番地

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、平成 年４月 日、美
瑛土地改良区の定款の変更を認可した。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第５項において準用する同法第 条第１
項の規定により、平成 年４月 日、浜頓別町の行う土地改良（ウソタン地区基盤整備促進
［基盤整備］（農道））事業の施行に同意した。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和 年政令第 号）第
条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 一級河川石狩川水系尾白利加川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成 年４月 日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 雨竜郡雨竜町字尾白利加 番 地先から同 番 地先

まで、同 番 地先から同 番 地先まで、同 番 地
先から同 番 地先まで、同 番 地先から同町字満寿
番 地先まで、同 番 地先から同 番 地先まで及び

同 番 地先から同 番 地先まで
４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
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定）の一部を次のように改正する。
平成 年４月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項社団法人北海道食品衛生協会の事項中「同 岩見沢

支部夕張出張所」及び「同 岩見沢支部美唄出張所」を削る。

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年４月 日

北海道警察本部長 口 建 史
１ 入札に付する事項

調達をする物品の名称及び数量
警察官（男性）用夏服上衣（長袖） 着
警察官（男性）用夏服上衣（半袖） 着
調達をする物品の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 限 平成 年８月 日
納 入 場 所 契約担当者等が指定する場所

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
日本国内において、契約担当者等の求めにより北海道警察の職員の立会いの下に、検
査に応じられること。
当該調達物品の製造に必要な生地の供給を受けられること。
当該調達物品を製造する工場を確保できること。

３ 条件付一般競争入札参加資格審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の から までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年４月 日から５月 日まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目
北海道警察本部総務部会計課

審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道警察本部総務部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北２条西７丁目 北海道警察本部１階入札会場

（送付による場合は、郵便番号 北海道警察本部総
務部会計課）

入 札 日 時 平成 年６月５日 午前９時 分（送付による場合は、平成
年６月４日までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ４に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、３の のウに申し込
むこと。
また、北海道警察のホームページ（

）において閲覧・印刷することができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察本部総務部会計課
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北２条西７丁目

電話番号 内線
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北海道警察本部告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年４月 日

北海道警察本部長 口 建 史
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
デジタル複写機の賃貸借 台

２ 落札を決定した日
平成 年２月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 大丸藤井株式会社
住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番

４ 落札金額
基本料金一式 ０円
複写料金１枚以上１枚当たり 銭

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年１月 日付け北海道警察本部告示第５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道警察本部総務部会計課
所在地 札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部告示第 号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成 年４月 日
北海道警察本部長 口 建 史

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
発信地表示システム用端末装置 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成 年４月２日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
氏 名 東日本電信電話株式会社
住 所 東京都新宿区西新宿３丁目 番２号

４ 随意契約に係る契約金額
円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
号）第 条第１項第１号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
氏 名 北海道警察本部総務部会計課
住 所 札幌市中央区北２条西７丁目
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